
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 津田長寿会からのお知らせ 

笑顔と健康 

 佐伯支所からのお知らせ ◇主 催 事 業 の お 知 ら せ◇ 

手話通訳 
要約筆記 

※津田市民センター主催の講座で手話通訳、要約筆記を希望される場合は、事前に当市民センターまで
ご連絡ください。受付時間：9:00～18:00（火～日曜日）月曜休館日（祝日の場合はその翌日） 
TEL：0829－72－0336 FAX：0829－72－0466 

いきいき 100 歳体操  
～ ４月のご案内 ～ 

日  時  ３日（金）・１０日（金）・１７日（金）・２４日（金）

９：３０～１０：３０ 

場  所  津田市民センター  

対  象  ６５歳以上の介護予防に興味のある方 

参加費  無料 

（自由参加なので興味のある方はご参加ください） 

内  容  介護予防のための運動  

（おもりを使った体操） 

持参物  飲み物（水分補給用）・タオル 

※動きやすい服装でお越しください。 

主催・問合せ  津田市民センター ☎７２－０３３６ 

一緒にカローリングをしませんか？ 

日 時 4 月８日（水）・2２日（水） 

 9:00～12:00 

場 所 津田市民センター 

対 象 興味のある方 

持ち物 お茶・タオル・動きやすい服装 

主 催 津田長寿会 

問合せ  津田市民センター 

☎72-0336 

佐伯クリーンセンター跡地での臨時のごみ回収のお知らせ 

●回収場所…佐伯クリーンセンター跡地（浅原甲 524番地）  

●日    時…４月 1１日（土）9：００～１２：００ 

※現地で分別し直す事例が多く発生しています。 

予備の各種指定ごみ袋、大型ごみ処分手数料納付券をご用意ください。 

問合せ：市役所循環型社会推進課 ☎３０-9133  佐伯支所市民生活・福祉係 ☎72-111４ 

1年に 1度の健診とがん検診の受診が、「大切な命」、そして「大切な人」を守ることにつ

ながります。 

 

 生活習慣病は自覚症状がほとんどないため、気づかないうちに進行します。 

健診を毎年受診することで小さな変化も見逃さず病気の予防が期待できます。 

 

がんは、日本人の２人に１人が生涯のうちに罹患すると言われており、誰でもがんに罹る

可能性があります。がんは、初期段階では症状がないことが特徴です。 

がん検診を定期的に受診することで、早期発見・早期治療をすることができます。がんは

初期段階で発見し、早期に治療すれば、ほぼ完治すると言われています 

 

 特定健診、後期高齢者健診とがん検診の申し込みが始まります！！ 

また、２１～３９歳の国民健康保険加入者の方も特定健診が受診出来ます。昨年度から 

始まった「U-３９健診」です。 

 この機会に受診されることを、是非お勧めします。 

 

 各ご家庭に「健診のご案内」が届いています。ご覧ください。 

 佐伯地域では各市民センターで 7月と 8 月に集団健診を実施します。 

日程は「健診のご案内」の３ページでご確認ください。 

併せて、医療機関個別健診（４ページ）、国保人間ドック（５ページ）もあります。ご確認

ください。 

  

 

 

           

 

大切な命を守る健診を受けましょう  

★予約方法は 

・インターネット予約 ： 4月３日（金）から開始 

※「健診のご案内」２ページに説明あり 

 

・電話予約（健診コールセンター ０８２９－３１－２０２６） 

人間ドック ： 4月 ７日（火）から開始 

集 団 健 診 ： 4月２０日（月）から開始 

 

まめで元気な体操教室【要申込】 
 

日 時 場 所 内 容 

４月２３日（木） 
１３：３０～１５：００ 

津田市民センター 

対 象：医師から運動の制限を受けて 
いない人 

内 容：頭とからだを動かす体操など 
持参物：動きやすい服装、飲み物 
送迎可能地域：津田地域全域 
 

 申込み：５日前までに佐伯支所 市民生活・福祉係（0829―72－1124） 

※津田地域にお住まいで、交通手段のない人は送迎をします。 

     送迎を希望される人は、10日前までに佐伯支所 市民生活・福祉係にご連

絡ください。 

問合せ：佐伯支所市民生活・福祉係 ☎72－1124 

 
佐伯支所からの 

お知らせ 

市民センター使用料の改定等について 
１ 使用料の改定 

令和８年１０月から市民センターの使用料が変わります。 

行政サービスを提供するために必要な経費は、物価変動の影響、施設や設備の修繕・更新な

どにより変化するため、これらを十分に把握・考慮したうえで料金の改定を行います。 

改定後は、施設を１時間単位で利用できるようになります。 

２ オンライン予約サービスの開始 

令和８年１０月から市民センターの施設予約がインターネットでできるようになります。詳細に

ついては、令和８年８月頃に市のホームページに掲載する予定です。 

３ キャッシュレス決済 

令和８年７月から市民センター窓口での使用料の支払いなどに、キャッシュレス決済(PayPay)

が利用できるようになります。 

※これまでどおり、窓口での申請・現金払いも可能です。 

    ※詳しくは二次元コードから市ホームページをご確認ください。 

【問合せ先】市役所地域振興課 ☎30－9138（直通） 
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